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目 次 

規則 
○ クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則（保健医療政策課） 

○ 埼玉県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則（県

立学校人事課） 

告示 
○ 令和７年度地籍調査事業計画の決定（土地水政策課） 

○ 特定非営利活動法人の認定に係る公告（共助社会づくり課） 

○ 認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新に係る公告（共助社会づくり課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく要措置区域の指定の解除（水環境課） 

○ 県営土地改良事業中太田・小柱地区（区画整理・農業用用排水施設・暗渠排水事業）の

工事完了（秩父農林振興センター） 

○ 電線共同溝を整備すべき道路の指定（道路環境課） 

○ 一般国道 254号の区域の変更（川越県土整備事務所） 

○ 県道川口草加線の供用の開始（越谷県土整備事務所） 

○ 県道吉場安行東京線の供用の開始（越谷県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 025水整第 111号川口幹線（１期）送水管更新工事に伴う技術協力業務委託に関する契

約の相手方等の公示（水道管理課） 

○ 令和８年度第１回技能検定員等資格審査実施に伴う公示（運転免許課） 
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規

則 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第５号（第６条関係） 

 受 付 印 欄 申請手数料収入済欄  

    

 

クリーニング師免許申請書 

   （宛先） 

         埼玉県知事 

年  月  日   

氏  名                   

電話番号 自宅（携帯）  （  ）      

勤務先     （  ）      

 

  次のとおりクリーニング師の免許を受けたいので、申請します。 

本 籍 地 

（ 国 籍 ） 

            都 道 

            府 県 

            （国） 

住 所 
（〒   ―   ） 

 

旧 姓 併 記 の 

希 望 の 有 無 
有  ・  無 

ふ り が な （氏） （名） 

氏 名 
  

（旧姓）  

※ 通  称   

生 年 月 日 年  月  日  性  別 男 ・ 女 

個 人 番 号             

試 験 合 格 

年 月 日 
年  月  日  合 格 通 知 番 号  

試 験 合 格 地 埼玉県  

業務を行おうと 

す る 場 所 

             区 

     都 道     市 

     府 県     郡 

  注 １ 外国の国籍を有する者は本籍地を国籍で、生年月日を西暦で記入すること。

 また、通称の併記を希望する場合は、※欄に記入すること。 

    ２ 旧姓の併記を希望する場合は、（旧姓）欄に記入すること。 



様式第６号（第６条関係） 

 受 付 印 欄 申請手数料収入済欄  

    

 

クリーニング師免許証再交付申請書 

   （宛先） 

         埼玉県知事 

年  月  日   

氏  名                   

電話番号 自宅（携帯）  （  ）      

勤務先     （  ）      

 

  次のとおりクリーニング師免許証の再交付を申請します。 

登 録 番 号 第       号 登 録 年 月 日 年  月  日 

再 交 付 理 由  破つた    汚した    失つた 

本 籍 地 

（ 国 籍 ） 

                    都 道 

                    府 県 

                    （国） 

住 所 

（〒   ―   ） 

 

 

ふ り が な （氏） （名） 

氏 名 
  

（旧姓）  

※ 通  称   

生 年 月 日 年  月  日  性   別 男 ・ 女 

個 人 番 号             

  注 １ 外国の国籍を有する者は本籍地を国籍で、生年月日を西暦で記入すること。

 また、免許証に通称が併記されている場合は、※欄に記入すること。 

    ２ 免許証に旧姓が併記されている場合は、（旧姓）欄に記入すること。 



様式第７号（第６条関係） 

 受 付 印 欄 申請手数料収入済欄  

    

 

クリーニング師免許証訂正申請書 

   （宛先） 

         埼玉県知事 

年  月  日   

氏  名                   

電話番号 自宅（携帯）  （  ）      

勤務先     （  ）      

 

  次のとおり記載事項に変更を生じたので、クリーニング師免許証の訂正を申請します。 

登 録 番 号 第       号 登 録 年 月 日 年  月  日 

変 更 理 由 
  婚姻  養子縁組  転籍   氏名の変更 

  離婚  帰化    その他（     ） 

変 更 年 月 日 年   月   日 

住 所 

（〒   ―   ） 

 

 

生 年 月 日 年  月  日  性   別 男 ・ 女 

個 人 番 号             

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

本 籍 地 

（ 国 籍 ） 

都道 

府県 

(国) 

都道 

府県 

(国) 

旧 姓 併 記 の 

希 望 の 有 無 
 有  ・  無 

ふ り が な （氏） （名） （氏） （名） 

氏 名 
    

（旧姓）  （旧姓）  

※ 通  称     

  注 １ 変更前欄には免許証記載の本籍地及び氏名を記入すること。また、変更後 
 欄には変更がある事項のみを記入すること。 

    ２ 外国の国籍を有する者は本籍地を国籍で、生年月日を西暦で記入すること。
 また、通称の併記を希望する場合は、※欄に記入すること。 

    ３ 旧姓の併記を希望する場合は、（旧姓）欄に記入すること。 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 



規

則 

埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉

県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
四
号 

令
和
七
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。 

 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

 

        

東
秩
父
村 

小
鹿
野
町 

小
鹿
野
町 

と
き
が
わ
町 

秩
父
市 

調
査
を
行
う
者
の
名
称 

奥
沢
二 

伊
豆
沢
一―

一 

下
小
鹿
野
六 

西
平
六 

落
合
第
五 

 
 
 

調

査

地

域

 
 

令
和
八
年
三
月
十
六
日
か
ら 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
八
年
三
月
十
六
日
か
ら 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
八
年
三
月
十
六
日
か
ら 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
八
年
三
月
十
六
日
か
ら 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
八
年
三
月
十
六
日
か
ら 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  
 
 
 

調

査

期

間

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
五
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
フ
ー
ド
パ
ン
ト
リ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

二 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

草
場 

澄
江 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

 

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
西
五
丁
目
一
番
地
一
プ
ラ
ネ
せ
ん
げ
ん
台
三
百
六
号 

四 

当
該
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
六
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
飯
能
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会 

二 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

関
口 

正
博 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
飯
能
市
大
字
阿
須
八
百
十
二
番
地
三 

四 

更
新
後
の
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
中
爪
字
岩
ノ
入
千
六
百
八
十
一
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解
除
す

る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

要
措
置
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
坂
戸
市
日
の
出
町
二
百
二
十
番
三
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

三 

講
じ
ら
れ
た
実
施
措
置 

 
 

原
位
置
で
の
浄
化
に
よ
る
除
去 

 
 



 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
九
号 

 
県
営
土
地
改
良
事
業
中
太
田
・
小
柱
地
区
（
区
画
整
理
・
農
業
用
用
排
水
施
設
・
暗
渠
排
水
事

業
）
の
工
事
を
令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
号 

 
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   

  

県
道 

 

        

道
路
の
種
類 

  

飯
能
寄
居
線 

路 
線 

名 

 

川
越
所
沢
線 

 

路 

線 

名 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
寄
居
五
八
〇
番
一
一

地
先
か
ら 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
寄
居
九
三
三
番
一
地

先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 

間 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
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１ 業務の名称及び概要 

（１） 委託業務名 

 025 水整第 111 号川口幹線（Ⅰ期）送水管更新工事に伴う技術協力業務委託 

（２） 業務概要 

技術協力業務 一式 

 技術協力対象業務 

 ア 実施設計業務 

   025 水整第 105 号川口幹線（Ⅰ期）送水管更新実施設計業務委託 

 イ 対象工事 

   川口幹線（Ⅰ期）送水管更新工事（仮称） 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道整備事務所 

  埼玉県さいたま市桜区五関 387 番地２ 

３  随意契約の相手方を決定した日 

  令和８年２月 10 日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

   清水・松永・日清特定建設工事共同企業体 

  代表構成員 清水建設株式会社 埼玉営業所 

  埼玉県さいたま市大宮区錦町 682 番地２ 

５ 随意契約に係る契約金額（税込） 

   30,844,000 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約によることとした理由 

 川口幹線（Ⅰ期）送水管更新工事は、口径 1,350mm の送水管路を整備するもの

であり、大久保浄水場からさいたま市桜区西堀５丁目付近までの延長約 4.8km を

非開削工法により施工することを予定している。 

市街地における大口径水道管整備となるため施工ヤードの確保が困難であり、

現道上での作業を削減し工事の実現性向上を図る必要がある。 

また、シールド工事実施にあたっては幹線道路や多くの地下埋設物への影響を

最小限に抑える必要があり、様々なリスクを想定した上で、安全かつ確実に施工

可能な工法を選定する必要がある。 

これらの課題に対して発注者が最適な工事の仕様を設定できないことから、設

計段階から施工者独自の高度で専門的なノウハウや工法等を活用することを目的



として、技術提案・交渉方式を採用した。 

川口幹線（Ⅰ期）送水管更新工事に伴う技術協力業務委託公募型プロポーザル

方式実施要領に基づき、審査委員会の審査を経た結果、清水・松永・日清特定建

設工事共同企業体から提出された技術提案書が最も高い評価であり、優先交渉権

者に特定した。 

本業務は、川口幹線（Ⅰ期）送水管更新工事の実現に向けた技術協力業務であ

り、優先交渉権者である清水・松永・日清特定建設工事共同企業体が業務の履行

可能な唯一の者であるため、随意契約とした。 



埼玉県公安委員会告示第51号 

技能検定員審査等に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」とい

う。）第１条及び第10条の規定により、次のとおり技能検定員審査等を実施する。 

  令和８年３月24日 

                   埼玉県公安委員会委員長 佐 藤 久 仁 恵   

１ 審査の種類 

 (1) 技能検定員審査 

    ア 大型自動車免許に係る技能検定員審査 

  イ 中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  エ 普通自動車免許に係る技能検定員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る技能検定員審査 

  カ 大型自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る技能検定員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  サ 普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

 (2) 教習指導員審査 

   ア 大型自動車免許に係る教習指導員審査 

  イ 中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  エ 普通自動車免許に係る教習指導員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る教習指導員審査 

  カ 大型自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る教習指導員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 



  サ 普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

２ 審査期日等 

 (1) 期日 

  ア  論文審査  

    令和８年４月25日（土） 

   イ 技能審査  

     令和８年５月９日（土）及び５月11日（月）から５月15日（金）までのうち指定する

日 

   ウ 面接審査  

      令和８年５月18日（月）から５月22日（金）までのうち指定する日 

 (2) 場所 

   埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察運転免許センター 

３ 申請手続 

 (1) 申請期間 

     令和８年４月１日（水）から４月15日（水）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の各日

午前８時30分から午後５時15分までの間 

 (2) 申請要領 

   技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書（規則別記様式  

第１号）を提出するとともに、受けようとする審査に用いられる自動車を運転することが  

できる免許に係る運転免許証又は免許情報記録個人番号カードを提示すること。 

 (3) 申請先 

     埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課 

４ 審査手数料 

  審査手数料については、原則としてキャッシュレス決済の方法により納付すること。 

５ 照会先 

  埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課教習所係（電話 048-543-2001 内線242） 
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